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お支払いする保険金および費用保険金のご説明 
  

 

労働災害総合保険の労働災害総合保険普通保険約款（以下「普通保険約款」といいます）、主な特約の補償内容（お支払いする保険金および費用

保険金等）について、ご説明します。詳細につきましては、普通保険約款およびそれぞれの特約をご参照ください。 

 
１．商品のしくみ 
労働災害総合保険は、（１）法定外補償条項と（２）使用者賠償責任条項の２種類の補償がセットされておりますが、いずれか一方を選択してご

契約いただけます。また、（１）法定外補償条項では、死亡・後遺障害補償、休業補償を選択してご契約いただけます。 

ご契約例 
（１）法定外補償条項  

（2）使用者賠償責任条項 

死亡に対する法定外補償 後遺障害に対する法定外補償 休業に対する法定外補償 
パターン
１ 

○ ○ ○ 

パターン
２ 

○ ○ ― 

            
２．労働災害総合保険普通保険約款の補償内容 
労働災害総合保険は、政府が実施している労働者災害補償保険または船員保険（以下「政府労災保険等」といいます）の上乗せ保険です。保険金

のお支払いは、政府労災保険等により給付が決定されたことが条件となりますのでご注意ください。 

普通保険約款の補償内容は下表のとおりです。 
※ 下表中の「被保険者」とは、補償の対象となる（保険金を受け取られる）方で、法定外補償条項においては事業主の方、使用者賠償責任条項においては事業主の

方、役員の方をいい、「被用者」とは、被保険者である事業主の従業員（労働者）の方をいいます。 

保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金の額 

(1)

法

定

外

補

償

条

項 

被保険者の被用者が業務上の事由により身体の障害を被った場合に、

被保険者に下記の保険金をお支払いします。業務上・業務外の判定は

政府労災保険等の認定に従います。 

当社がお支払いした保険金は、被用者またはその遺族の方（以下「被

用者等」といいます。以下同様とします）に全額お支払いください。

お支払いされなかった部分は、当社に返還していただくことになりま

すので、ご注意ください。 

死亡に対する 

法定外補償 

保険金 

被用者が業務上の事由により身体の障害を被った

結果、死亡した場合にお支払いします。 

後遺障害に 

対する法定外 

補償保険金 

被用者が業務上の事由により身体の障害を被った

結果、後遺障害が生じた場合に、政府労災保険等

の認定基準（障害等級）に応じてお支払いします。 

休業に対する 

法定外補償 

保険金 

被用者が業務上の事由により身体の障害を被った

結果、休業し、賃金が受けられなかった場合にお

支払いします。 
 

【死亡に対する法定外補償保険金】 

 被用者１名につき、保険金額（支払限度額）をお支払いします。 

【後遺障害に対する法定外補償保険金】 

定額方式 
障害等級ごとに、被用者１名につき、保険金額（支払限度

額）をお支払いします。 

定率方式 
障害等級ごとに、被用者１名につき、その被用者の平均賃

金日額に契約日数を乗じた保険金をお支払いします。 

【休業に対する法定外補償保険金】 

政府労災保険等の認定日数分のうち、補償対象期間（注）の最初から第

４日目以降の休業日数（1,092日分を限度）を対象とします。 

定額方式 
被用者１名につき、１日あたりの保険金額（支払限度額）

に休業日数を乗じた保険金をお支払いします。 

定率方式 
被用者１名につき、１日あたり平均賃金のご契約割合に休業

日数を乗じた保険金をお支払いします。 
（注）業務上の事由により身体の障害を被ったその被用者が療養のため労働で

きない期間をいいます。 

※ 法定外補償条項においては、事業主が法定外補償規定を定めている場合は、

その法定外補償規定に基づき被用者等に支払われる補償金の額が限度となり

ます。 

保険金をお支払いできない主な場合 

●次の事由により被用者が被った身体の障害については、保険金をお支払いできません。 

・保険契約者もしくは被保険者またはこれらの事業場の責任者の故意 

・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 

・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 

・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性 

●次の身体の障害については、保険金をお支払いできません。 

・被保険者の下請負人またはその被用者が被った身体の障害（別途下請負人補償特約をセットすることにより、お支払いします） 

・風土病による身体の障害 

・職業性疾病による身体の障害 

・被用者の故意または被用者の重大な過失のみによって、その被用者本人が被った身体の障害 

・被用者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間にその被用者本人が被った身体の障害 

・被用者が道路交通法第 65条第１項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間にその被用者本人が被った身体の障害 

・被用者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間

にその被用者本人が被った身体の障害 

・被用者の故意の犯罪行為によってその被用者本人が被った身体の障害 

●補償対象期間の最初の３日までの休業に対する法定外補償金に対しては、保険金をお支払いできません。             など 
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(2)

使

用

者

賠

償

責

任

条

項 

保険金をお支払いする主な場合 支払いする保険金の額 

【損害賠償保険金】 

被用者が業務上の事由または通

勤により被った身体の障害につ

いて、被保険者が法律上の損害

賠償責任を負った場合に保険金

をお支払いします。 

 

【費用保険金】 

被用者が業務上の事由または通

勤により被った身体の障害につ

いて、被保険者が法律上の損害

賠償責任の解決のために支出す

る費用をお支払いします。 

【損害賠償保険金】 

１回の災害につきお支払いする保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。 

〈ご契約の被用者１名および１災害の支払限度額が限度となります〉 

損害賠償 

保険金の額 
＝ 

法律上の 

損害賠償責任

の額（注） 

－ 

次の金額の合計額 

●政府労災保険等により給付されるべき金額（特別支給金を含みませ

ん） 

●自動車損害賠償保障法に基づく責任保険等により支払われるべ

き金額 

●次のいずれかの金額 

・事業主が法定外補償規定を定めている場合は、その規定に基

づき被用者等に支払われる金額 

・事業主が法定外補償規定を定めていない場合は、前記（１）

法定外補償条項により当社がお支払いする金額 

●免責金額（自己負担額） 

（ご契約時に設定している場合） 
（注）法律上の損害賠償責任の額 

被用者の治療費、入院費、慰謝料、逸失利益など 

なお、被災した従業員に過失がある場合は、過失相殺適用後の金額となります。また、第三者からの賠償金（自動車保

険からの給付など）がある場合は、その金額を差し引いた額となります。 

【費用保険金】 

上記損害賠償保険金の他に次の①～③の費用をお支払いします。 

① 訴訟費用・示談交渉費用（注１） 

被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要

した費用または示談交渉に要した費用をお支払いします。 

② 示談協力費用（注２） 

被保険者が当社の求めに応じ、当社に協力するために要した費用をお支払いします。 

③ 求償権保全費用（注２） 

被保険者の他人に対する損害賠償請求権の保全または行使のために要した必要または有益な費用をお支

払いします。 
（注１）損害賠償保険金の額がご契約の支払限度額を超える場合は、支払限度額の損害賠償保険金の額に対する割合によ

って、お支払いします。 

（注２）支払限度額とは別に、実費をお支払いします。 

保険金をお支払いできない主な場合 

●次の事由によって被用者が被った身体の障害については、保険金（損害賠償保険金または費用保険金をいいます）をお支払いできません。 

・保険契約者もしくは被保険者またはこれらの事業場の責任者の故意 

・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 

・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 

・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性 

●次の身体の障害については、保険金をお支払いできません。 

・被保険者の下請負人またはその被用者が被った身体の障害（別途下請負人補償特約をセットすることにより、お支払いします） 

・風土病による身体の障害 

・職業性疾病による身体の障害 

●次の損害賠償金または費用に対しては、保険金をお支払いできません。 

・被保険者と被用者またはその他の第三者との間に、損害賠償に関する契約がある場合または法定外補償規定がある場合、その契約または

規定がなければ被保険者が負担しない損害賠償金または費用 

・被保険者が個人の場合には、その被保険者と住居および生計を共にする親族が被った身体の障害に対して負担する損害賠償金または費用 

●補償対象期間の最初の３日までの休業に対する損害賠償金については、保険金をお支払いできません。 

●労災保険法等によって給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより、被保険者が負担する金額（労災保険法等の制度に基づく追徴金

等の額）については保険金をお支払いできません。 

など 

 

３．セットされる主な特約と補償内容 
別に定める保険料を払込みいいただくことによりセットされる主な特約とその概要は下表のとおりです。 

 ●特約のセットの可否（セットの有無）および保険金をお支払いする主な場合                             

（○：セット可能（セット有）、×：セット不可） 

特約 
法定外補償

条項 

使用者賠償

責任条項 
保険金をお支払いする主な場合 

通勤災害補償特約 ○ 

○ 

（自動セッ

ト） 

【法定外補償条項】 

通勤により被った身体の障害に対して保険金をお支払いします。 

【使用者賠償責任条項】 

通勤により被った身体の障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負

った場合に保険金をお支払いします。 

災害付帯費用拡大補償特約（３倍型） ○ × 

前記２．に記載の普通保険約款の法定外補償の死亡に対する法定外補償保険金

または後遺障害第１級～第７級までのいずれかに該当する後遺障害に対する

法定外補償保険金をお支払いする場合に、見舞品代、交通費、花輪代、香典代

として費用保険金をお支払いします。 

下請負人補償特約 ○ ○ 

建設関係事業（事業種類番号 31～38）および製造業（事業種類番号 41～66）

を対象とするご契約において、被保険者の下請負人およびその被用者を対象と

なる被用者に含め保険金をお支払いします。 

天災危険補償特約 
天災危険支払限度額に関する特約 

○ × 
前記２.に記載の普通保険約款で免責となっている地震もしくは噴火またはこれらに

よる津波により被った身体の障害に対して保険金をお支払いします。 
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（注）「保険金をお支払いできない主な場合」において、「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。 

保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

傷 害死 亡 

保 険 金 
 

事故によるケガのため、事故

の発生の日からその日を含め

て180日以内に死亡した場合 

傷害死亡・後遺障害保険金額の全額  

※ 保険期間中に、既にお支払いした傷害後

遺障害保険金がある場合、傷害死亡・後

遺障害保険金額からその額を差し引いて

お支払いします。 

 (1)次のいずれかによるケガについては、保険金をお

支払いできません。 

①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意

または重大な過失 

②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 

③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した

事故 

ア．法令に定められた運転資格を持たないで自動

車等を運転している間 

イ．道路交通法第65条第１項に定める酒気を帯び

た状態で自動車等を運転している間 

ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等

の影響により正常な運転ができないおそれが

ある状態で自動車等を運転している間 

④被保険者の脳疾患、病気または心神喪失 

⑤被保険者の妊娠、出産、早産または流産 

⑥保険金をお支払いすべきケガの治療以外の被保険

者に対する外科的手術その他の医療処置 

⑦被保険者に対する刑の執行 

⑧戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変また

は暴動※1 

⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波※2 

⑩核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性に

よる事故 

⑪上記⑩以外の放射線照射または放射能汚染 など 

(2)次のいずれかの場合についても保険金をお支払い

できません。 

①むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの

※3 

②細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 

※1 テロ行為によって発生したケガに関しては自動

セットの特約により保険金お支払いの対象とな

ります。 

※2 「天災危険補償特約」がセットされた場合、保

険金お支払いの対象となります。 

※3 被保険者が自覚症状を訴えている場合であって

も、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨

床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等により

その根拠を客観的に証明することができないも

のをいいます。 

 (3)次のいずれかによって発生したケガについては、

保険金をお支払いできません。 

①被保険者がテストライダー、オートバイ競争選

手、自動車競争選手、自転車競争選手、プロボ

クサー、プロレスラー等やその他これらと同程

度またはそれ以上の危険を有する職業に従事

している間の事故 

②被保険者が次のいずれかに該当する間の事故 

ア．乗用具(＊1)を用いて競技等(＊2)をしてい

る間（ウ．に該当しない「自動車等を用いて

道路上で競技等(＊2)をしている間」を除き

ます） 

イ．乗用具(＊1)を用いて競技等(＊2)を行うこ

とを目的とする場所において、競技等(＊2)

に準ずる方法・態様により、乗用具(＊1)を

使用している間（ウ．に該当しない「道路上

で競技等(＊2)に準ずる方法・態様により、

自動車等を使用している間」を除きます） 

ウ．法令による許可を受けて、一般の通行を制

限し、道路を占有した状態で、自動車等を用

いて競技等(＊2)をしている間または競技等

(＊2)に準ずる方法・態様により自動車等を

使用している間 

③被保険者が山岳登はん（ピッケル、アイゼン、

ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するも

の、ロッククライミング（フリークライミング

を含みます）をいい、登る壁の高さが５ｍ以下

のボルダリングは含みません）、職務以外での

航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライ

ダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事

故 

など 

傷 害 

後 遺障 害 

保 険 金 
 

事故によるケガのため、事故

の発生の日からその日を含め

て180日以内に約款所定の後

遺障害が発生した場合 

 

※ 事故の発生の日からその

日を含めて180日を超えて

治療中である場合は、181

日目における医師の診断

に基づき後遺障害の程度

を認定します。 

傷害死亡・後遺

障害保険金額
 × 

約款所定の

保険金支払割合

(４％～100％)
 

※ 保険期間を通じ、合算して傷害死亡・後

遺障害保険金額が限度となります。 

傷 害入 院 

保 険 金 

事故によるケガの治療のた

め、入院し、その入院が傷害

入院保険金の免責期間※を超

えて継続した場合 

 

※ 事故の発生の日からその

日を含めて保険証券記載

の免責期間が満了するま

での期間をいいます。 

傷害入院保険金日額  × 入院日数  

※ 傷害入院保険金の免責期間が満了した日

の翌日からその日を含めて傷害入院保険

金の支払対象期間内の入院を対象とし、

１事故につき、保険証券記載の傷害入院

保険金の支払限度日数が限度となりま

す。 

傷 害手 術 

保 険 金 

 
 

事故によるケガの治療のた

め、事故の発生の日からその

日を含めて傷害手術保険金支

払対象期間内に手術を受けた

場合 

 

※ 手術とは、次の診療行為を

いいます。 

①公的医療保険制度にお

いて手術料の対象とな

る診療行為。ただし、次

の診療行為は保険金お

支払いの対象になりま

せん。 

・ 創傷処理 

・ 皮膚切開術 

・ デブリードマン 

・ 骨または関節の非観血

的または徒手的な整

復術、整復固定術およ

び授動術 

・ 抜歯手術 

・ 歯科診療固有の診療行

為 

②先進医療(＊1)に該当す

る診療行為(＊2) 
(＊1) 手術を受けた時点にお

いて、厚生労働大臣が

定める先進的な医療技

術をいいます。また、

先進医療ごとに定める

施設基準に適合する病

院等において行われる

ものに限りますので、

対象となる手術、医療

機関および適応症は限

定されます。 

(＊2) 治療を直接の目的とし

て、メス等の器具を用

いて患部または必要部

位に切除、摘出等の処

置を施すものに限りま

す（診断、検査等を直

接の目的とした診療行

為および注射、点滴、

薬剤投与(全身・局所)、

放射線照射、温熱療法

による診療行為を除き

ます）。 

１回の手術について次の額をお支払いしま

す。 

①入院中に受けた手術 

傷害入院保険金日額  × 10  

②上記①以外の手術 

傷害入院保険金日額  × ５  

※ 入院中とは、手術を受けたケガの治療の

ために入院している間をいいます。 

※ 手術を複数回受けた場合のお支払いの限

度は以下のとおりとなります。 

・ 保険金お支払いの対象となる手術を同

一の日に複数回受けた場合は、１回の

手術に対してのみ保険金をお支払いし

ます。なお、同一の日に上記①と②の

両方に該当する手術を受けた場合は、

上記①の手術を１回受けたものとしま

す。 

・ １回の手術を２日以上にわたって受け

た場合または手術料が１日につき算定

される手術を複数回受けた場合は、そ

の手術の開始日についてのみ手術を受

けたものとします。 

・ 一連の治療過程で複数回実施しても手

術料が１回のみ算定される区分番号の

手術について、その区分番号の手術を

複数回受けた場合は、２回目以降の手

術が保険金をお支払いする同じ区分番

号の手術を受けた日からその日を含め

て14日以内に受けたものであるとき

は、保険金をお支払いしません（欄外

のお支払例をご参照ください）。 
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保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

傷 害通 院 

保 険 金 

事故によるケガの治療のた

め、事故の発生の日からその

日を含めて保険証券記載の傷

害通院保険金の免責期間が満

了した日の翌日以降に、通院

した場合 

 

※ 通院とは、病院・診療所に

通い、または往診・訪問診

療により、治療を受けるこ

とをいい、オンライン診療

による診察を含みます。な

お、同月に複数回のオンラ

イン診療を受けた場合で、

公的医療保険制度におい

てオンライン診療料を１

回算定された場合は、最初

の１回のみ通院したもの

とみなします。 

※ 治療を伴わない、薬剤、診

断書、医療器具等の受領等

のためのものは、通院に含

みません。 

傷害通院保険金日額  × 通院日数  

※ 傷害通院保険金の免責期間の満了日の翌

日からその日を含めて傷害通院保険金の

支払対象期間内の通院を対象とし、１事

故につき、保険証券記載の傷害通院保険

金の支払限度日数が限度となります。 

※通院しない場合においても約款所定の部

位のケガによりその部位を固定するため

に、医師の指示によりギプス等を常時装

着した期間は、通院日数に含めてお支払

いします。 

(＊1) 乗用具とは、自動車等またはモーターボート等を

いいます。 

(＊2) 競技等とは、競技、競争、興行（これらのための

練習を含みます）または試運転（性能試験を目的

とする運転または操縦）をいいます。 

 

 

支払対象期間：傷害入院保険金、傷害通院保険金をお支払いする対象の期間として保険証券記載の期間をいい、この期間内の入院、通院についてのみ保険金をお支払い

します。 

手術保険金支払対象期間：事故の発生の日からその日を含めて「傷害入院保険金の免責期間と支払対象期間の合計日数」に達するまでの期間をいいます。 

〔手術保険金お支払例〕 

超音波骨折治療法を３回受けた場合 

 ○手術 

▼  

×手術 

▼  

○手術 

▼ 
・ 10月10日の手術は、10月１日の手術から14日以内のため、保険金をお支払いしません。 

・ 10月25日の手術は、10月１日の手術から14日経過後のため、保険金をお支払いします。 
 10月１日  10月10日  10月25日 

       

■傷害補償(MS&AD型)特約の補償条件に関する主な特約 

傷害補償(MS&AD型)特約の補償条件を拡大または制限する特約のうち主なものは下記のとおりです。 

特約名 概要 

第三者の加害行為による保険金２倍支払特約 

「第三者の故意による加害行為（警察への届出が必要です）」または「ひき逃げ（加害

者が事故の発生の日からその日を含めて60日を経過してもなお特定できないものをい

います）」によって被保険者がケガを被った場合、傷害補償(MS&AD型)特約の保険金を

２倍にしてお支払いする特約です。 

 






























